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１ 三浦しらとり園条例（昭和 58年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条・第２条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第３条 三浦しらとり園の管理に関する業務の

うち、次に掲げる業務（以下「指定管理業

務」という。）は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項の規定により、

知事が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

(1)～(4) 略 

（指定管理者の指定） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとするも

のは、法人その他の団体（以下「法人等」と

いう。）の名称、主たる事務所の所在地及び

代表者の氏名を記載した申請書を、知事が指

定する日までに、知事に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) 法人等の定款又はこれに準ずる書類及び

法人にあつては、登記事項証明書

(2) 知事が指定する事業年度における事業報

告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書

その他法人等の事業及び経営の状況を明ら

かにする書類

(3) 法人等の組織及び運営に関する事項を記

載した書類

(4)・(5) （略）

(6) 指定の申請に関する法人等の意思の決定

を証する書類

(7) （略）

（指定管理者の指定の基準） 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提

出があつたときは、次に掲げる基準により三

浦しらとり園の指定管理者として最も適切で

あると認めたものを指定管理者として指定す

る。 

(1) （略）

(2) 県内に事務所を有する法人等 であ

ること。

(3) 次に掲げる法人又は団体であること。

ア 次のいずれかに該当する法人

(ｱ) 社会福祉法人

(ｲ) 社会医療法人

(ｳ) 児童福祉法第24条の２第１項に規定

する指定障害児入所施設の設置者であ

り、かつ、法第29条第１項に規定する

指定障害者支援施設の設置者である法

人 

イ 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当す

る法人のみにより構成されている団体

第１条・第２条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第３条 三浦しらとり園の管理に関する業務の

うち、次に掲げる業務（以下「指定管理業

務」という。）は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項の規定により、

知事が指定する者  （以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

(1)～(4) 略 

（指定管理者の指定） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者 

  は、法人    

  の名称、主たる事務所の所在地及び

代表者の氏名を記載した申請書を、知事が指 

定する日までに、知事に提出しなければなら 

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) 法人  の定款     及び 

  登記事項証明書 

(2) 知事が指定する事業年度における事業報

告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書

その他法人  の事業及び経営の状況を明ら

かにする書類

(3) 法人 の組織及び運営に関する事項を記

載した書類

(4)・(5) （略）

(6) 指定の申請に関する法人   意思の決定

を証する書類

(7) （略）

（指定管理者の指定の基準） 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提

出があつたときは、次に掲げる基準により三

浦しらとり園の指定管理者として最も適切で

あると認めた者  を指定管理者として指定す

る。 

(1) （略）

(2) 県内に事務所を有する社会福祉法人であ

ること。

(新設) 
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改    正 現    行 

（(ｱ)又は(ｲ)に該当する法人を構成員に含

まない団体にあつては、(ｳ)に該当する法

人及び(ｴ)に該当する法人又は(ｳ)及び(ｴ)

のいずれにも該当する法人を構成員に含む

ものに限る。） 

(ｱ) 社会福祉法人

(ｲ) 社会医療法人

(ｳ) 児童福祉法第24条の２第１項に規定

する指定障害児入所施設の設置者であ

る法人 

(ｴ) 法第29条第１項に規定する指定障害

者支援施設の設置者である法人 

(ｵ) 医療法第７条第１項の許可を受けて

病院又は診療所を開設している法人 

(4)～(6) （略） 

(7) 第８条第１項の規定により指定を取り消

され、その取消しの日から２年を経過しな

いものでないこと。

(8) （略）

第６条～第11条 （略） 

(3)～(5) （略） 

(6) 第８条第１項の規定により指定を取り消

され、その取消しの日から２年を経過しな

い者  でないこと。

(7) （略）

第６条～第11条 （略） 
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２ 神奈川県立の障害者支援施設に関する条例（平成 18年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条 （略） 

（設置等） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第

123号。以下「法」という。）第５条第１項

に規定する施設障害福祉サービス（以下「施

設障害福祉サービス」という。）等を行い、

障害者等（法第２条第１項第１号に規定する

障害者等をいう。）の福祉の増進を図ること

を目的として、次のとおり神奈川県立の障害

者支援施設（以下「支援施設」という。）を

設置する。 

名称 位置 

（削除） 

（略） （略） 

津久井やまゆり園 （略） 

さがみ緑風園 相模原市南区麻溝台

２丁目４番18号 

（略） （略） 

２ （略） 

（指定管理者による管理） 

第３条 支援施設の管理に関する業務のうち、

次に掲げる業務（以下「指定管理業務」とい

う。）は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項の規定により、知事

が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせることができる。 

(1)～(3) （略） 

（指定管理者の指定） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとするも

のは、次に掲げる事項を記載した申請書を、

知事が指定する日までに、知事に提出しなけ

ればならない。 

(1) 法人その他の団体（以下「法人等」と

いう。）の名称、主たる事務所の所在地

及び代表者の氏名

(2) （略）

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) 法人等の定款又はこれに準ずる書類及

び法人にあっては、登記事項証明書 

(2) 知事が指定する事業年度における事業

報告書、財産目録、貸借対照表、収支計

算書その他法人等の事業及び経営の状況

を明らかにする書類

(3) 法人等の組織及び運営に関する事項を

記載した書類

(4)・(5) （略）

(6) 指定の申請に関する法人等の意思の決

第１条 （略） 

（設置等） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第

123号。以下「法」という。）第５条第１項

に規定する施設障害福祉サービス（以下「施

設障害福祉サービス」という。）等を行い、

障害者等（法第２条第１項第１号に規定する

障害者等をいう。）の福祉の増進を図ること

を目的として、次のとおり神奈川県立の障害

者支援施設（以下「支援施設」という。）を

設置する。 

名称 位置 

神奈川県立さがみ緑風

園 

相模原市南区麻溝台

２丁目４番18号 

（略） （略） 

津久井やまゆり園 （略） 

（新設） （新設） 

（略） （略） 

２ （略） 

（指定管理者による管理） 

第３条 支援施設の管理に関する業務のうち、

次に掲げる業務（以下「指定管理業務」とい

う。）は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項の規定により、知事

が指定する者 （以下「指定管理者」とい

う。）に行わせることができる。 

(1)～(3) （略） 

（指定管理者の指定） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者 

 は、次に掲げる事項を記載した申請書を、

知事が指定する日までに、知事に提出しなけ

ればならない。 

(1) 法人

  の名称、主たる事務所の所在地

及び代表者の氏名 

(2) （略）

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) 法人  の定款  及

び        登記事項証明書 

(2) 知事が指定する事業年度における事業

報告書、財産目録、貸借対照表、収支計

算書その他法人  の事業及び経営の状況

を明らかにする書類

(3) 法人  の組織及び運営に関する事項を

記載した書類 

(4)・(5) （略）

(6) 指定の申請に関する   意思の決 
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改    正 現    行 

定を証する書類 

(7) （略）

（指定管理者の指定の基準） 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提

出があったときは、次に掲げる基準により当

該支援施設の指定管理者として最も適切であ

ると認めたものを指定管理者として指定す

る。 

(1) （略）

(2) 県内に事務所を有する法人等   で

あること。

(3) 次のアからウまでのいずれかに該当す

る法人又は次のアからエまでのいずれか

に該当する法人のみにより構成されてい

る団体（アからウまでのいずれかに該当

する法人を構成員に含むものに限る。）

であること。 

ア 社会福祉法人

イ 社会医療法人

ウ 法第29条第１項に規定する指定障害者

支援施設の設置者である法人 

エ 医療法第７条第１項の許可を受けて病

院又は診療所を開設している法人 

(4)～(6) （略） 

(7) 第８条第１項の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から２年を経過

しないものでないこと。

(8) （略）

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指

定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する

場合で、当該支援施設の指定管理者として指

定されているもの（以下「現指定管理者」と

いう。）から、知事が指定する日までに、前

条第１項に規定する申請書及び同条第２項各

号に掲げる書類が提出されたときは、次の各

号に掲げる基準により審査し、現指定管理者

を指定管理者として指定することが、当該支

援施設における安定的な支援水準を確保し、

当該支援施設の設置の目的を効果的かつ効率

的に達成するために、適切であると知事が認

めたときは、現指定管理者を指定管理者とし

て指定することができる。 

(1) （略）

(2) 指定管理者の指定を受けた期間を通じ

て、法人等の運営及びその経営する事業

全般にわたり特に良好に運営されると認

められること。

第６条～第11条 （略） 

定を証する書類 

(7) （略）

（指定管理者の指定の基準） 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提

出があったときは、次に掲げる基準により当

該支援施設の指定管理者として最も適切であ

ると認めた者  を指定管理者として指定す

る。 

(1) （略）

(2) 県内に事務所を有する社会福祉法人で

あること。

（新設） 

(3)～(5) （略） 

(6) 第８条第１項の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から２年を経過

しない者  でないこと。

(7) （略）

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指

定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する

場合で、当該支援施設の指定管理者として指

定されている者  （以下「現指定管理者」と

いう。）から、知事が指定する日までに、前

条第１項に規定する申請書及び同条第２項各

号に掲げる書類が提出されたときは、次の各

号に掲げる基準により審査し、現指定管理者

を指定管理者として指定することが、当該支

援施設における安定的な支援水準を確保し、

当該支援施設の設置の目的を効果的かつ効率

的に達成するために、適切であると知事が認

めたときは、現指定管理者を指定管理者とし

て指定することができる。 

(1) （略）

(2) 指定管理者の指定を受けた期間を通じ

て、法人    運営及びその経営する事業

全般にわたり特に良好に運営されると認

められること。

第６条～第11条 （略） 
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３ 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和元年神奈川県条例第 44号）新

旧対照表 

改    正 現    行 

目次 

第１章・第２章（略） 

第３章 設備及び運営に関する基準（第４条

～第31条） 

附則 

第１条～第10条 （略） 

（サテライト型住居の設置）

第10条の２ 無料低額宿泊所は、本体となる施

設（入居定員が５人以上10人以下のものに限

る。以下この条において「本体施設」とい

う。）と一体的に運営される附属施設であっ

て、利用期間が原則として１年以下のもの

（入居定員が４人以下のものに限る。以下

「サテライト型住居」という。）を設置する

ことができる。 

２ サテライト型住居は、本体施設からおおむ

ね20分で移動することができる範囲に設置す

る等、入居者へのサービスの提供に支障がな

いものとしなければならない。 

３ 本体施設に附属することができるサテライ

ト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数

とする。 

(1) 第６条第１項及び第３項の要件を満たす

者が施設長のみ ４以下

(2) 第６条第１項及び第３項の要件を満たす

者が施設長のほか１人以上 ８以下

４ 前条第２項の規定にかかわらず、無料低額

宿泊所（サテライト型住居を設置するものに

限る。次項において同じ。）の入居定員の合

計は、次の各号に掲げる職員配置の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。 

(1) 第６条第１項及び第３項の要件を満たす

者が施設長のみ 20人以下

(2) 第６条第１項及び第３項の要件を満たす

者が施設長のほか１人以上 40人以下

５ 無料低額宿泊所は、サテライト型住居につ

いて、第９条各項に規定する記録のほか、第

19条の規定による状況把握の実施に係る記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

第11条～第30条 （略） 

（サテライト型住居に係る設備の基準の規定の

適用） 

第31条 第11条第３項から第５項までの規定

は、サテライト型住居ごとに適用する。 

目次 

第１章・第２章（略） 

第３章 設備及び運営に関する基準（第４条

～第30条） 

附則 

第１条～第10条 （略） 

（新設） 

第11条～第30条 （略） 

（新設） 
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